
GILSP相当の 
遺伝子組換え生物 

申請 

カテゴリー１又は宿主が動植
物の遺伝子組換え生物 

・一つの遺伝子組換え生物ごとに経産省に申請し、大臣確認を得ている。 
現状 

施設認定制度（案） 

NITE・経産省 

申請 

・拡散防止措置を満たしている
か審査 

NITEで事前審査 
METIで本審査 

大臣確認 

A事業者 

産構審で審査 

大臣確認 

・昨年７４件（※）の申請件数がある。 
 ※一括申請６件を含む 
   遺伝子組換え生物の数は１６１件 

・申請～大臣確認まで 
・GISLP相当の場合は約１ヶ月 
・カテゴリー１，動植物の場合は約半年 

A事業者（A工場） NITE・経産省 

施設で申請 

・安全委員会、責任者の設置
を確認 ・拡散防止措置を執る 

・安全委員会の設置 大臣確認 

A事業者（A工場） 

安全委員会 

確認後 

・安全委員会の責任者
のもとで遺伝子組換え
生物の使用を管理 

・実績について帳簿をつ
ける 

・立入検査、帳簿の確認によって安全性を担保 

責任者 
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